
 

「士業」とは弁護士・公認会計士等の専門資格職業の俗称。この士業の法人化が急速に進展している。各

士業の業務が多岐化・複雑化・高度化した結果、一人の資格者では到底対応しきれない状況になったこと

が原因である。国家も法人化を推奨しているようである。私どもの事務所も、公認会計士、税理士、社会保

険労務士の業務を別々に法人化している。 

   

 

 

 

 
 

士 業 の 法 人 化  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

平成２９年もあと２か月足らずとなり、年末調整事務の時期が近づいてまいりました。 

扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かは、いつの時点で判定すればいいのかをまとめてみました。 

 

扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かは、その年の１２月３１日の現況により判定することが原則です。

また、これらの者の年齢についても同様に、１２月３１日の現況で判定します。 

 

ただし、年の中途で死亡した者等については、次のように判定します。 

 

（１）配偶者その他の親族が、その年の中途に死亡した場合 

…その死亡時の現況で控除対象配偶者又は扶養親族に該当するか否かを判定します。 

扶養親族に該当していた親族が年の中途で死亡し、年末には生存していない場合であっても、その年の

年末調整の際に扶養控除を受けることができます。 

また、当初、年間の合計所得金額の見込額が高く、扶養親族等の対象としていなかった者でも、年の中

途で死亡したことにより、実際の合計所得金額が少なくなり、扶養親族等の要件に該当することとなった場

合には、扶養控除を受けることができます。 

 

（２）所得者本人が、その年の中途に死亡した場合 

…その死亡時の現況で控除対象配偶者又は扶養親族に該当するか否かを判定します。 

なお、この場合、扶養親族等の合計所得金額は、所得者本人の死亡時の現況により見積もったその年

中の所得金額により判定します。  

また、所得者の死亡時の現況により扶養親族等に該当する者が、その年の１２月３１日の現況により他の

所得者の扶養親族にも該当する場合には、同一人が複数の所得者の扶養親族等に該当する例も生じる

こととなります。 

 

（３）非居住者として出国する場合 

…通常、その出国時の現況で扶養親族や控除対象配偶者に該当するかどうかを判定します。 

 

（大寺） 
 
 
 
 
 
 
                                                               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 開催日時：平成２9 年 １１月１5 日（水）１０：００～１６：００ 
 

この度日本政策金融公庫と連携し、当事務所にて、上記の日程で「一日公庫」を開催いたします。 

参加費：無料   申し込み：要 

 

（竹内） 
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改正内容（施行平成 29 年 10 月 1 日） 
 

① 保育所に入れない場合など２歳まで育児休業の再延長が可能に 

② 事業主は、子供が生まれる予定の方などに育児休業等の制度などのお知らせを 

③ 事業主は、未就学児を育てる従業員に育児目的で利用できる休暇の導入を 

※②③は、努力義務です。 

                        （徳永） 

 
 

 

 
 

 

『扶養義務者』相互間において、生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」につ

いては、贈与税の課税対象となりません。 

この『扶養義務者』とは誰のことをいうのでしょうか？ 

実は、所得税の扶養などは関係ありません。『扶養義務者』とは、次の者をいいます。 

 

① 配偶者 

② 直系血族及び兄弟姉妹 

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族 

④ 三親等内の親族で生計を一にする者 

 

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。 

例えば、遠く離れた所に住んでいるおじいちゃんが、孫の大学の入学金や授業料を支払ってあげたとしても、贈与税はかかりません。 

来月は、『生活費又は教育費』について、解説します。 
（坂田）

 
 

 

 
 

 
 

年齢が満２０歳以上６０歳未満の方 

国民年金の第１号被保険者（国民年金加入者）の方 

医業に従事している医師・従業員の方（配偶者・子女等の家族従業員も可）など 
 

1. 掛金額をいくらにするかは加入者が選ぶことができ、掛金額の増減、前納・一括納付・掛金納付の

一時停止などを随時行うことが可能です。（掛金上限月額 68,000 円） 

2. 加入員の資格を失ったり、掛金が納付できなくなった場合にも、契約が解除されることなく、掛金の納

付期間に応じて年金または遺族一時金（A 型）が支給され、掛け捨てにはなりません。 

3. 離職した場合など、居住する都道府県の地域型国民年金基金にその掛金のまま継続できる特例

があります。 
 
掛金の全額が社会保険料控除の対象となり、また受け取る年金にも公的年金等控除が適用され

るなど所得税・住民税が軽減されます。 

例えば､給与収入 250 万円で所得控除は基礎控除のみ、国民年金基金を年間 120,000 円支払っ

た場合､所得税と住民税併せて 18,100 円減少となります。 

 

加入中・・・掛金の全額が社会保険料控除の対象 

受給中・・・受け取る年金は公的年金等控除が適用 

死亡時・・・遺族一時金は全額非課税（Ａ型のみ）                       （後藤） 

 
 

 

生活費又は教育費の贈与について（№１） 

資産税係 

加入条件 

自由な設計 

税制上の 

優遇措置 

医療従事者のための公的な上乗せ年金制度～日本医師従業員国民年金基金～ 

医療係 



 
 

  
 

 
 

原則として、広告宣伝費に該当し、一時の損金に算入されると思われます。 

しかし、更新されずに使用期間が１年を超える場合には、繰延資産として、その使用期間に応じて均等償却することと

なります。 また、そのホームページにプログラムが組み込まれている場合には、その部分はソフトウェアに該当し、減価

償却の対象となります。 

 

 
    

              （岸上） 

 
 

 

 
 

 

【フラット 35】の団体信用生命保険（新機構団体信用生命保険制度）は、ご加入者が死亡・所定の身体障害状態にな

られた場合などに、住宅の持ち分、返済割合などにかかわらず、以後の【フラット 35】の債務の返済が不要となる生命保険

です。住宅金融支援機構が保険契約者・保険金受取人、【フラット 35】の団体信用生命保険のご加入者が被保険者とな

り、支払われた保険金が債務の返済に充当される仕組みです。  

加入条件等の詳細については、取扱金融機関へご相談ください。   

                       （さくらﾋﾞｼﾞﾈｽ） 
 
 

 

 
 
 

以前、さくら通信６月号において、会計監査人の監査意見に関する解説をしましたが、そもそも会計監査の制度がどのようになっ

ているのかについては、少々分かりにくい部分もあります。そこで、今回から会計監査の制度について解説していきます。 
 

ところで、会計監査と似たような制度として、税務調査を思い浮かべる方も多いかと思います。税務調査は、国などが、税務申告

書が適正に作成されているかをチェックする制度ですが、両者にはどのような違いがあるのかを下にまとめてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

上記を見ると、両者は色々な部分で異なっていることがお分かりいただけるのではないかと思います。 

次回は、もう少し詳細に会計監査制度の内容を解説いたします。 

（孝志洋） 
 

１0 日 一括有期事業開始届＜概算保険料 160 万円未満：請負金額 18,000 万円未満の工事＞

（労働基準監督署） 

※ 年金週間（６日～12 日） 

年金の日（11 月 30 日） 

ねんきん月間 

建設雇用改善推進月間 

職業能力開発促進月間 

労働保険適用促進月間 

３０日 健保・厚年の保険料納付（郵便局または銀行） 

健保印紙受払等報告書・雇保印紙保険料納付（使用）状況報告書提出 

（年金事務所・公共職業安定所） 

 支給事由を同一にする被用者年金の受給権を有する基礎年金受給権者（誕生月を迎える

者）現況届 

旧国民年金（老齢・通老）受給権者（誕生月を迎える者）現況届 

広告宣伝費に該当するもの 一時の損金算入 

繰延資産に該当するもの 使用期間で均等償却 

ソフトウェアに該当するもの 定額法により５年で償却 

 会計監査 税務調査 

① 目的 決算書が適正であることを 

チェックする 

税務申告書が適正であることを 

チェックする 

② 実施する者 監査法人または公認会計士 国・地方公共団体 

③ 対象となるもの 主に決算書 主に税務申告書 

④ 適正性の根拠 主に会計基準 主に各種税法 

⑤ 証拠集めなどの 

強制力 

基本的になし 

 

あり 

従わないと罰則もありうる 

⑥ もし適正でなかった

とき 

・間違っている旨を意見する 

・直接的な支払などは生じない 

・追加で課税を行う 

・税金の納付が発生する 

会計監査① 税務調査との違い 

会計制度 

【フラット 35】の団体信用生命保険（新機構団体信用生命保険制度）とは 

リスマネ委員会 

Ｑ：ホームページの制作費用って経費になるの？ 

税務Ｑ＆Ａ 

１１月の社会保険労務 

Ａ： 



 

 

                                          
 

 
1 所得税の予定納税額の納付（第２期分）  納期限･･･１１月３０日 
2 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 

納期限･･･１１月３０日 
3 所得税の予定納税額の減額申請  申請期限･･･１１月１５日 
4 個人事業税の納付（第２期分） 

納期限･･･１１月中において各都道府県の条例で定める日 
5 １０月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

納期限･･･１１月１０日 
6 ９月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業

税・（法人事業所税）・法人住民税＞ 
申告期限･･･１１月３０日 

7 ３月、６月、９月、１２月決算法人・個人事業者の３月ごとの期間短縮に
係る確定申告＜消費税・地方消費税＞ 
申告期限･･･１１月３０日 
 

8 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方
消費税＞ 
申告期限･･･１１月３０日 

9 ３月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
法人住民税＞（半期分） 
申告期限･･･１１月３０日 

10 消費税の年税額が 400 万円超の３月、６月、１２月決算法人・個人事業者
の３月ごとの中間申告＜消費税・地方消費税＞ 
申告期限･･･１１月３０日 

11 消費税の年税額が 4,800 万円超の８月、９月決算法人を除く法人・個人事
業者の１月ごとの中間申告（７月決算法人は２か月分）＜消費税・地方消
費税＞ 
申告期限･･･１１月３０日 
 

※ 税を考える週間･･･１１月１１日～１７日 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
当社、情報誌「さくら通信」へ掲載する広告を募集します。 

多数応募があった場合は、順次掲載していきますので、ご了承ください。 

ぜひ、本誌への広告掲載をご検討いただき、貴社のＰＲにお役立てください。 

 

★広告の規格等 

掲載サイズ 縦７０ｍｍ×横１８０ｍｍ程度 

掲載位置 裏表紙 

色 ２色刷り（色は月により変化） 

掲載料金 無料 

 
 

電話・ＦＡＸ・メールのいずれかで、監査担当者または広報担当者まで､掲載希望の旨をご連絡ください。広告掲載が決

定しましたら、詳細をご連絡いたしますので、広告原稿・写真等の提出にご協力お願いいたします。 
 
 

 
 
 

－ 上田 千尋 －－ 上田 千尋 －
新メンバーを迎え、気持ちを新たに頑張って 

いきますので、よろしくお願いします。 

 

 当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがそ

の内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害を被った場合についても、一切責任を負

いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
㈱さくらビジネスサービス 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ：kimutake@js4.so-net.ne.jp  
TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

さくら通信をご覧になって、ご意見ご感想がございましたら、 
お電話･FAX･ﾒｰﾙ等でご連絡下さい。  
                          
                          
                          
                       

 
 

（裏表紙） 
 
 
 

↑ 

広告 

縦70mm×横180mm 

はじめまして。９月１日よりさくら税理士法人に入所いたしました上田千尋と申します。 

社会人としての第一歩をこの事務所で迎えられることを、本当にうれしく思います。大学時代は大阪で一人

暮らしをしておりました。そのため自炊することが多く、料理をすることが趣味になりました。たまに外食に

行ったときに、おいしかったものを家で作ってみたりします。最近は徳島にも、おしゃれな店やおいしい店が

増えたので、少しずつ挑戦していきたいと思っています。 

また、これからは社会人になったことで、体調管理により一層気を配るように心掛けたいと思っています。

日々ベストな状態で仕事に取り組み、早く仕事を覚えられるよう頑張っていきたいです。業務に慣れないうち

は何かとご迷惑をおかけすることもあると思いますが、ご指導のほどよろしくお願いします。 

１１月の税務 


